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【手続補正書】
【提出日】令和2年12月17日(2020.12.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドライアイ疾患に罹患しているヒト対象におけるドライアイ疾患の局所治療に使用する
ための医薬組成物であって、前記組成物が、１－ペルフルオロブチル－ペンタンに溶解し
た約０．０５～０．１％（ｗ／ｖ）のシクロスポリンを含み、１眼あたりの単回投与で投
与されるシクロスポリンの量が、５～１０μｇであり、前記組成物が１日２回投与される
、医薬組成物。
【請求項２】
　ドライアイ疾患に罹患しているヒト対象における眼球表面損傷の治療に使用するための
医薬組成物であって、前記組成物が、１－ペルフルオロブチル－ペンタンに溶解した約０
．０５～０．１％（ｗ／ｖ）のシクロスポリンを含み、１眼あたりの単回投与で投与され
るシクロスポリンの量が、５～１０μｇであり、前記組成物が１日２回投与される、医薬
組成物。
【請求項３】
　ドライアイ疾患に罹患しているヒト対象における読書障害の治療に使用するための医薬
組成物であって、前記組成物が、１－ペルフルオロブチル－ペンタンに溶解した約０．０
５～０．１％（ｗ／ｖ）のシクロスポリンを含み、１眼あたりの単回投与で投与されるシ
クロスポリンの量が、５～１０μｇであり、前記組成物が１日２回投与される、医薬組成
物。
【請求項４】
　前記組成物が最大１．０％（ｗ／ｗ）のエタノールを含む、請求項１～３のいずれか一
項に記載の医薬組成物。
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【請求項５】
　前記組成物の投与が、対象の眼に１滴として投与される、請求項１～４のいずれか一項
に記載の医薬組成物。
【請求項６】
　前記組成物が、１－ペルフルオロブチル－ペンタンに溶解した０．１％（ｗ／ｖ）のシ
クロスポリンと１．０％（ｗ／ｗ）のエタノールを含み、前記組成物が１眼あたり１０μ
ｇの単回投与で１日２回投与される、請求項１～５のいずれか一項に記載の医薬組成物。
【請求項７】
　前記組成物が、１－ペルフルオロブチル－ペンタンに溶解した０．０５％（ｗ／ｖ）の
シクロスポリンと１．０％（ｗ／ｗ）のエタノールを含み、１眼あたりの単回投与で投与
されるシクロスポリンの量が５μｇであり、前記組成物が１日２回投与される、請求項１
～６のいずれか一項に記載の医薬組成物。
【請求項８】
　前記組成物が最大２％（ｗ／ｗ）の２－ペルフルオロブチル－ペンタンをさらに含む、
請求項１～７のいずれか一項に記載の医薬組成物。
【請求項９】
　前記組成物が、１－ペルフルオロブチル－ペンタンに溶解した０．１％（ｗ／ｖ）のシ
クロスポリンと１．０％（ｗ／ｗ）のエタノールから本質的になる、請求項１～８のいず
れか一項に記載の医薬組成物。
【請求項１０】
　前記ドライアイ疾患が中等度から重度のドライアイ疾患であり、任意に、前記対象が人
工涙液による治療に反応しない、請求項１～９のいずれか一項に記載の医薬組成物。
【請求項１１】
　ドライアイ疾患に罹患している前記対象が、かすみ、疼痛、刺激、角膜表面損傷、また
はそれらの組み合わせから選択される症状を経験する、請求項１～１０のいずれか一項に
記載の医薬組成物。
【請求項１２】
　前記眼球表面損傷がドライアイ疾患に関連し、角膜および／または結膜の損傷から選択
される、請求項２に記載の医薬組成物。
【請求項１３】
　前記組成物が、角膜および／または結膜の染色の軽減に効果的である、請求項１～１２
のいずれか一項に記載の医薬組成物。
【請求項１４】
　前記医薬組成物を保持するための容器および１滴あたり１０μｌ容量の前記組成物を投
与するように適合された液滴ディスペンサーを備える、請求項１～１３のいずれか一項に
記載の医薬組成物を含むキット。
【請求項１５】
　前記容器および／または液滴ディスペンサーが、熱可塑性材料から製造され、好ましく
はポリエチレンまたはポリプロピレンから選択される、請求項１４に記載のキット。
【請求項１６】
　前記容器の総容量に対する前記容器内の前記医薬組成物の容量の比が、０．４～０．７
であるか、または前記医薬組成物の容量に対する前記容器のヘッドスペースの容量の比が
、０．５～１．５である、請求項１４に記載のキット。
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